
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

座
席
ベ
ル
ト
の
装
着
義
務
の
免
除
に
係
る
業
務
を
定
め
る
規
則

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
座
席
ベ
ル
ト
の
装
着
義
務
の
免
除
に
係
る
業
務
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
六
号
の
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定

す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
が
行
う
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

信
書
便
物
の
取
集
め
又
は
配
達
の
業
務

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町

村
又
は
一
般
廃
棄
物
の
収
集
を
市
町
村
か
ら
委
託
さ
れ
た
者
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
の
収
集
に
つ
き
市
町
村
長
か

ら
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集
業
務

三
　
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に

係
る
業
務
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
七
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
て
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
業
務
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
行
う
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
係
る
業
務
の
う
ち
、
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
を
行
う
業
務

四
　
米
穀
、
酒
類
、
牛
乳
若
し
く
は
清
涼
飲
料
の
小
売
業
そ
の
他
物
品
の
小
売
業
（
販
売
の
方
法
と
し
て
物
品
の
配

達
（
当
該
物
品
に
係
る
容
器
の
回
収
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
に

係
る
業
務
の
う
ち
、
戸
別
に
当
該
物
品
の
配
達
又
は
洗
た
く
物
の
受
取
若
し
く
は
引
渡
し
を
行
う
業
務

五
　
清
涼
飲
料
、
パ
ン
そ
の
他
の
飲
食
料
品
の
製
造
業
（
飲
食
料
品
を
製
造
し
、
か
つ
、
製
造
し
た
飲
食
料
品
の
配

達
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
卸
売
業
に
係
る
業
務
の
う
ち
、
当
該
飲
食
料
品
の
小
売
業
そ
の
他
当
該
飲
食
料

品
を
使
用
し
て
営
む
営
業
に
係
る
店
舗
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
ご
と
に
当
該
飲
食
料
品
の
配
達
を
行
う
業
務

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
一
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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